
 

１ 審査基準 

審査項目 評価の視点 配点 

１ 運営実績（２０点） 

①介護保険サービス等の運

営実績 

千葉市内の事業所（事業者の所在地が市外でも可）おいて、介護

保険サービス、障害福祉サービス、地域生活支援事業又は高齢

者・障害者の生活支援を行う法定外サービス等を提供した実績が

十分にあること。 

１０点 

②階段昇降機を活用した階

段昇降支援の実績 

階段昇降機を活用した階段昇降支援の実績が３年以上（当該補助

金申請年度の４月１日時点）あること。 
１０点 

２ 事業に対する考え方（２０点） 

①事業目的 
階段昇降機を活用する意義やその効果を理解し、事業目的が公益

性を重視したものであること。 
１０点 

②責任及び役割 事業者としての責任及び役割について理解していること。  ５点 

③事業活動のビジョン 自立的に事業活動を継続・展開するためのビジョンがあること。  ５点 

３ 実施体制（５０点） 

①事業計画の内容 
事業計画が妥当かつ具体的であり、導入時からその後の運用まで

の事業全体について明確に示されていること。 
１０点 

②対象区域の範囲 
広く対象区域でサービスを提供できること（実現可能性が根拠をも

って示されていること）。 
５点 

③対象者の範囲 

介護保険サービス（訪問介護、訪問看護等で提供される身体介護

等）、障害福祉サービス（居宅介護等）、地域生活支援事業（移動

支援）又は全額自己負担となる高齢者・障害者の生活支援を行う

法定外サービス（介護保険が適用されない目的での外出に関する

支援や介護保険サービス事業所の指定を受けていない法人による

サービスなど）等により階段昇降機を活用した幅広い対象者に対

する階段昇降支援が可能であること（実現可能性が根拠をもって

示されていること）。 

１０点 

④人員配置 事業計画を着実に遂行できる人員が確保されていること。 ５点 

⑤安全管理体制及び階段昇

降機の保守管理 

階段昇降機の操作に補助者を配置して適切な安全管理体制を構築

し、賠償責任保険に加入していること。また、階段昇降機を適切

に保守管理できること。 

 ５点 

⑥トラブル発生時の対応 トラブルや事故発生時に適切な対応ができること。  ５点 

⑦事業の継続 

直近２期分に係る貸借対照表及び損益計算書その他これに準ずる

書類により補助対象の期間中において事業の継続に支障がないと

認められること。 

１０点 

４ 効果（１０点） 

①当該補助金が交付された

場合の利用者への効果 

サービスの提供回数や利用料金について、利用者にとって当該補

助金による効果が認められること。 
１０点 

 

２ 評価区分 

評価区分 
評価の視点 

配点 ５点 １０点 

Ａ ５点 １０点 特に優れている 

Ｂ ４点 ８点 優れている 

Ｃ ３点 ６点 普通 

Ｄ ２点 ４点 やや劣っている 

Ｅ １点 ２点 劣っている 

 


